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*本レポートのような特許ポートフォリオ分析など技術動向分析を希望される方は VALUENEX 株式会社までお

問合せください。※問合せ先は文末をご確認ください。

1．はじめに  

 2017年5月1日、日本の自動車業界に激震が走った。トヨタやホンダ等を含む日独の自動車関連メーカーに対

して、米国企業の特許を侵害しているとして、米国際貿易委員会（ITC）が調査を開始した。訴訟を起こしたのは

Intellectual Ventures（以下「IV」）である。IVはNPEs（Non-Practicing Entity：特許不実施主体）であり、一

種のパテント・トロールだと捉えられている（NPEs=パテント・トロールではない）。 

 今回の事象を一度整理すると、日独の自動車メーカーに侵害されたと主張している IVの特許は、米国のメーカ

ー（Encap）が保有していたモーター関連の特許である。これらを IVが買収し、訴訟を起こしている状況である。

「自動車産業はパテント・トロールの残されたラスト・リゾート」という論考もあり[1]、これはその通りであろ

う。しかしそれだけでは、今回米国の自動車関連メーカーを訴えない理由が見当たらない。そこで、米国の政権交

代というタイミングも踏まえると、また違った見方ができる。この一連の事象は、IVの新しいイメージ戦略とい

う意味もあるのではないだろうか。トランプ新大統領はアメリカ・ファーストを宣言し、製造業の米国回帰や米国

人の雇用創出を公約としている。またパテント・トロールに厳しかったアンチパテント派のオバマ前大統領と比

較し、トランプ大統領はプロパテント派であるという見方が強い。このような背景情報を鑑みると、日本やドイツ

等の海外メーカーから、米国のメーカーを守るという IVの新しい姿が浮かび上がってくる。このように、新しい

米国政権に対して、これまでのパテント・トロールという悪いイメージではなく、米国製造業を守るという良いイ

メージを持ってもらうための戦略にも見える。この一件で、今後の米国における知財政策や IVの動向は、ますま

す目が離せなくなった。これは日本にとって、今後大きな影響を与える重大な変化の兆しではないだろうか。 

 IVの動向を把握し、訴訟リスクについて予測することは重要になってくる。しかし、IVの実体を正確に掴み、

動向調査することは非常に難しい。なぜならば、IV関連企業は数多く存在し、更にはその中で権利譲渡を繰り返

しているからである。そこで本レポートでは、得られる IVや自動車メーカーの特許データを俯瞰することで、IV

の特許ポートフォリオや自動車メーカーが注意すべき技術領域等を明らかにする。なお、これらの大量の特許デ

ータを分析するには、VALUENEX株式会社が提供するDocRadarやTechRadar Visionを用いた。 

 

2．IVの特許ポートフォリオ分析 

 本章では、IVの特許ポートフォリオ全体像を、俯瞰解析によって明らかにしていく。そこで分析対象は、2017

年 6 月 3 日現在、最新権利者が”Intellectual Ventures”、または”Searete”となっている米国登録特許とした。

Seareteは[2]でも述べられている通り、IV関連企業である。また、その他にも、「Intellectual Ventures」という

Intellectual Ventures（インテレクチュアル・ベンチャー

ズ）の特許ポートフォリオ分析および自動車メーカーが
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名が付かない関連企業が多く存在すると言われているが、全てを把握することは難しいため、本レポートでは前

述の検索式とする。特許検索データベースはPatentSquareを利用しており、 4,473件ヒットした。ちなみに、

PatentFreedomのwebサイト[3]には、25,000件~30,000件のUS特許を IVは保有していると推定されている。

また、IVのwebサイト[4]には、彼らが保有する特許を検索できるページがある。2017年6月5日にUS特許を

検索したところ、19,890件あるようである。 

 図1に、IVの権利取得件数の推移を示す（横軸：最新権利譲渡年、縦軸：件数）。2010年頃から急激に増加し

始め、その後、増減を繰り返しながら推移している。ピークである2013年は、イーストマン・コダックが保有す

るデジタルイメージングに関する特許を、IVやRPXが 5億 2500万ドルで買収していることが背景にある。た

だし、ここで1つ注意点がある。それは、最新権利譲渡年が本当に初めて他社から IVに権利が譲渡された年とは

限らないことである。前述の通り、IVには「Intellectual Ventures Holding 88」や「Intellectual Ventures II」

といった様々な企業が存在する。そもそも、「Intellectual Ventures」という名さえ付かない関連企業も存在する。

IVはこれらの関連企業間で権利譲渡を繰り返しており、単純に“最新権利譲渡年=他社から IVに譲渡された年”

とは限らない。しかしここでは、簡易化のために最新権利譲渡年を使って件数推移を見た。 

 

 

図1. IVの権利取得件数推移 

 

 次に、収集した IVの特許について、VALUENEXのDocRadarを用いてクラスター解析を行うことで特許ポ

ートフォリオを俯瞰した。その結果を図 2 に示す。本解析では特許全文の相互の類似性に基づき特許の可視化を

行っている。そのため、類似性の高い特許は近くに、内容が異なるものは遠くに配置される。各プロットは、似た

特許をひとまとめにしたクラスターを表しており、サイズはその中に含まれる特許数に比例している。また軸の

方向には意味は持たせておらず、全体の配置が最適になるように計算している。 

 主に特許が集積しているところに注目すると、俯瞰図の左側には、「デジタルイメージング」、「各種光学技術」

等、その下には「集積回路」や「半導体技術」が存在する。一方、右側には、「電気通信」、「QoS制御」、「セキュ

リティ」、「超広帯域無線通信」、「メモリコントローラ、マイクロプロセッサ」等の ICT分野が存在する。 

 ここで、NPEsの訴訟対象となる産業分野の割合を図3に示す。Computers and communicationsが75%と圧

倒的に大部分を占め、次に、Electrical and electronicsが12%占めている。これは、俯瞰図で可視化した IVの特

許ポートフォリオにもよく表れている。 
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図2. IVの特許俯瞰図（特許ポートフォリオ可視化） 

 

 

図3. NPEsの訴訟対象となる産業分野（[5]より作成） 

 

3．IVの最近の動向把握の試みと調査の難しさ 

 本章では、IVの最近の動向把握を試みる。しかし、前述通り、調査は非常に難しい。そこで、その難しさも具

体例を用いながら指摘することとする。まず、最近の動向を把握するために、最新権利譲渡年が2014年~2017年

（直近3年半）の俯瞰図、および成長領域（Growing area、赤い正方形枠）を図4に示す。これは、俯瞰図をメ

ッシュ状に分割し、メッシュ毎に特許件数推移を集計した結果、成長していると判定されたところを抽出してい

る。ただし、第 1 章で述べた通り、IVは関連企業間で権利譲渡を繰り返しており、単純に最新権利譲渡年=他社

から IVに譲渡された年とは限らない点に注意が必要である。 

 図4の俯瞰図で最も左側にある成長領域G1は、今回の訴訟で使われている全ての特許が存在する領域である。

この領域に含まれる特許リストを表 1 に示す。なお、 訴訟関連特許については、RPX の訴訟データベースで

「Intellectual Ventures II LLC v. Toyota Motor Corporation, et al」を参照して確認した[6]。このクラスターは、
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モーターに関する特許が集まっており、訴訟に使われた特許を含め、合計16件存在する。これらの特許の要約や

図表を見ると、主にハードディスク用のモーターを想定して開発されたものと考えられる。参考に、訴訟でも使わ

れている「(7154200) Motor」に掲載されている要約や図を表2に示す。なお、訴訟で使われている5件の特許の

うち、7683509と7928348の2件については、ハードディスクだけでなくハイブリッド電気自動車への利用にも

言及されている。これは ITCが指摘している通り、これらが自動車のパワーステアリングユニットのポンプ等に

利用されている可能性がある[7]。 

 これらの特許は、登録時の権利者はEncap（Encap Motor Corporation, Encap Technologies Inc.）である。表

1にある通り、訴訟に使われた特許を含め、16件中15件の最新譲渡日は2016年12月21日であるが、実は注意

点でも述べた通り、IVが初めてEncapから権利取得したのは2016年ではない。Google Patent等でリーガルイ

ベントを見れば分かるが、まず2012年10月17日には既に「Intellectual Ventures Holding 88 LLC」に権利譲

渡されている。次に、2015年8月26日に「NYTELL SOFTWARE LLC」に譲渡されている。しかし、リーガ

ルイベントにはMergerと表記されているので、これは IVの関連企業だと推測される。そして、2016年12月21

日に「Intellectual Ventures II LLC」に権利譲渡している。したがって、権利譲渡の最新日付（2016年12月21

日）だけを見ると、2016年にあたかも他社から IVに譲渡されたように見えるが、実は2012年の時点で権利を取

得しており、 IV関連企業内で譲渡を繰り返していたと考えられる。 

 そして、2016年12月21日に「Intellectual Ventures」が社名に含まれる関連企業に権利を譲渡した約3ヶ月

後の2017年3月20日に、今回の訴訟を起こしている。一方で、外部環境に着目し、米国における政権交代を時

系列で整理すると、2016年11月8日にトランプ氏が当選し、2017年1月20日に新政権が誕生している。この

IVによる訴訟とトランプ政権の誕生という2つの事象が綺麗に交錯しているのは単なる偶然だろうか。 

 

 

図４. IV特許ポートフォリオ上の成長領域 
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表1. G1領域内特許リスト 

 

 

表2. 訴訟に使われた特許の要約と図 

 

 

前述通り、G1領域におけるモーター関連特許については、2012年から既に IVが保有していたが、他の成長

領域はどうだろうか。そこで、今回成長領域と検出されたG2~G8領域についても確認していく。表3に、これ

らの領域で特徴となる複合語や発明の名称の例を示す。実は、G7以外は先程のEncap社の事例と同じように、

以前から「Intellectual Ventures」という名を付けた関連企業が権利を取得しており、最近、関連会社内で権利

譲渡を行っているものである。また、G7のデータ交換技術（バーコードスキャン等）について、例えば

7337948は Tripletail Venturesが開発したものであるが、2015年8月28日に「OL SECURITY LIMITED 

LIABILITY COMPANY」に譲渡され、その後、2016年8月4日に「Intellectual Ventures II LLC」に譲渡さ

れている。一見、IVが2016年に初めて取得したと思われるが、このOL SECURITYも IV関連会社だと認識
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されている[8]。なお、文献[1]（週刊ダイヤモンド：トヨタ・ホンダもついに標的に、「特許トロールの恐怖」）

では、「2016年以降に IVが取得した特許の取得元企業ランキング」を掲載しているが、確かに「Intellectual 

Ventures」が社名に入った企業が最新権利者で、最新譲渡年が2016年以降で集計すると、掲載されているラン

キングのようになる。しかし、これまで見てきたEncapやTripletail Venturesの事例のように、既に IV関連企

業が2016年より前から権利を取得しており、2016年に「Intellectual Ventures」という名が付いた IV関連企

業に譲渡されているパターンも多いと推測される。したがって、IVが次に狙う分野を推測する際、「最近、IVが

他社から取得した特許に着目すること」は効果的だと思うが、そもそもこのような調査を行うこと自体、容易で

はない。 

 

表3. G1~G8領域における複合語や発明の名称例 

 

 

4．自動車メーカーが注意すべき技術領域 

 本章では、自動車メーカーが訴訟リスクにさらされている技術領域を把握する。そこで、IVと日本の自動車メ

ーカー代表としてトヨタ自動車（7203）の米国登録特許を混ぜて俯瞰解析を行った（TechRadar Vision にて約

24,000件の特許を収集・解析）。その結果を図5に示す。両者は分かれており、主に点線より左側に IV、右側に

トヨタが集中している。 

 まず IV側では、「C1：通信・ICT関連領域」、「C2：デジタルイメージング関連領域」において、トヨタの特許

も少し混ざり合っている。特にC1では、「(9291475) Device, system and method for controlling speed of a vehicle 

using a positional information device（現在も有効）」といった位置情報デバイスを使った自動車の速度制御シス

テムに関する特許を IVが保有している。これは優先日が2005年と古いものの、2015年に IV自らが出願してい

るため、今後、注意が必要であろう。また、「C3：半導体技術関連領域」では、IV の特許の大半はメモリ・イメ

ージセンシング関連であるが、一部、 「(6303410) Methods of forming power semiconductor devices having T-

shaped gate electrodes (現在も有効)」といったパワー半導体等も存在しており、注意が必要かもしれない。この

ように、コネクテッドカー、自動運転、電気自動車等の潮流から、エレクトロニクスや ICT分野の発展は不可欠

であり、その際、IVが得意とするところに向かっている点は注意である。 

 次にトヨタ側では、今回の訴訟で注目されているモーター関連特許はC4に位置している。その周りには、例え

ば、「(5926940) Manufacturing method for stator of motor」等のトヨタの特許が取り巻いている。C4以外にも、
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トヨタの高集積領域にポツポツと位置する IVの特許クラスターが存在する。例えば、C5については、「(6646561) 

Method and device for in-use detecting low cranking strength of a combustion engine battery during engine 

starting (現在も有効)」といった内燃機関バッテリーに関する特許が存在する。 

 このように、IVと自社（今回は自動車メーカー・トヨタ）が持つ特許を同時に俯瞰することで相手がどのよう

な手札を持っていて、自社のどこに位置するかを把握することができる。また、今回の訴訟で使われているモータ

ー関連特許は、ディスクドライブとしか書いていないものもあったが、トヨタの集積領域周辺に位置しており、訴

訟リスクを前もって予測できたかもしれない。なお、俯瞰解析では文書としての類似度を表現しているため、主に

技術内容の類似度を見ていることになる。つまり、権利的な類似度を表現しているわけではないため、実際の侵

害・非侵害の判断は特許文書を読み込む必要がある。 

 

 

図5. 自動車メーカー（今回はトヨタ）が注意すべき技術領域 

 

 本レポートでは、自動車業界に衝撃を与えた IVについて、その全体像や動向を明らかにすることを試みた。

しかし、IVには関連企業が数多く存在し、更にその中で権利譲渡を繰り返していることから、動向を正確に追

うことは容易ではない。そのような状況においても、得られる IVや自動車メーカーの特許データを俯瞰解析す

ることで、IVの特許ポートフォリオや自動車メーカーが注意すべき領域の把握を行った。 

 その結果、IVはデジタルイメージング、光学技術、集積回路、半導体技術、ICT分野（通信、セキュリティ

等）に特許が集積しており、パテント・トロールが訴訟を起こしやすいComputers and communicationsや

Electrical and electronics産業と一致する。そして、自動車メーカーにとっては、コネクテッドカー、自動運

転、電気自動車等の潮流から、エレクトロニクスや ICT分野の発展は不可欠であり、その際、IVが得意とする

ところに向かっている点は注意である。特に、「(9291475) Device, system and method for controlling speed of 

a vehicle using a positional information device（位置情報デバイスを使った自動車の速度制御システム）」につ

いては、優先日は古いものの、IVが自ら2015年に出願しているため、注目に値するだろう。また、半導体技術

においては、IVの持つ特許の多くはメモリやイメージセンシング関連ではあるが、一部パワー半導体に関する

特許もある。一方、自動車メーカーの牙城だと思われるところでも、今回のモーター関連特許を始め、内燃機関

バッテリー等に関する特許を IVは保有しており、注意が必要であろう。 
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 今回、米国で起こった一連の事象は、パテント・トロールが自動車業界を標的とした点で大きな話題を呼んで

いる。更に、米国の政権交代やトランプ大統領のアメリカ・ファーストという姿勢も鑑みると、IVの米国製造

業を守るという新しいイメージ戦略にも見えてくる。今後、トランプ政権下での知財政策、IVの動向には、ま

すます目が離せない。これは日本にとって、今後大きな影響を与える重大な変化の兆しではないだろうか。訴訟

リスクが高まっている日本企業にとって、動向把握が難しい IVやパテント・トロールについて、本レポートで

示した通り、我々の俯瞰解析が少しでもお役に立てれば本望である。 
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直接的、間接的、付随的または特別な損害またはその他の損害について、一切責任を負いません。本情報の正確性

および信頼性を調査確認することは、VALUENEX 株式会社の債務には含まれておりません。本情報の内容は、

VALUENEX株式会社の事由により変更されることがあります。本情報に関する一切の権利は、VALUENEX株

式会社に帰属します。本情報は、お客様ご自身のためにのみご利用いただくものとし、本情報の全部または一部を

方法の如何を問わず、第三者へ提供することは禁止します。 
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VALUENEX株式会社 

〒116-0002 東京都文京区小日向4-5-16 

ツインヒルズ茗荷谷 

TEL：03-6902-9834 

 

*本レポートのような特許ポートフォリオ分析など技術動向分析を希望される方はVALUENEX株式会社 

までお問合せください。   

＜問い合わせ先＞ 

VALUENEX株式会社 ソリューション事業推進本部 

TEL:03-6902-9834 

mail:customer@valuenex.com 

http://www.valuenex.com 

http://www.valuenex.com/
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